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介
護
従
事
者
の
処
遇
改
善
に
関
す
る
質
問
主
意
書

団
塊
の
世
代
が
全
て
七
十
五
歳
以
上
に
な
る
、
い
わ
ゆ
る
二
〇
二
五
年
問
題
を
間
近
に
控
え
、
介
護
人
材
の
確
保
は
喫
緊
の

課
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
介
護
人
材
が
不
足
し
て
い
る
。

介
護
人
材
が
不
足
し
て
い
る
理
由
の
大
部
分
は
賃
金
の
低
さ
に
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
質
問
す
る
。

一

安
倍
総
理
は
、
介
護
人
材
の
確
保
に
向
け
て
、
自
公
政
権
で
月
額
四
万
七
千
円
の
処
遇
改
善
を
行
っ
た
と
し
て
い
る
が
、

全
産
業
と
比
較
し
て
賃
金
格
差
が
あ
っ
た
介
護
従
事
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
政
府
の
取
り
組
み
で
賃
金
格
差
は
解
消
さ

れ
た
と
認
識
し
て
い
る
の
か
。

二

安
倍
総
理
は
、
来
年
秋
か
ら
リ
ー
ダ
ー
級
の
職
員
を
対
象
に
更
に
八
万
円
相
当
の
給
与
増
を
行
え
る
よ
う
な
処
遇
改
善
を

実
現
す
る
と
公
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
新
し
い
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
八
日
閣
議
決
定
）

に
盛
り
込
ま
れ
た
介
護
人
材
の
処
遇
改
善
（
以
下
「
新
た
な
処
遇
改
善
」
と
い
う
。
）
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
リ
ー

ダ
ー
級
職
員
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
職
員
の
こ
と
か
。

三

新
た
な
処
遇
改
善
の
対
象
と
な
る
職
員
は
ど
の
く
ら
い
の
人
数
で
、
ど
の
く
ら
い
の
予
算
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

一



四

新
た
な
処
遇
改
善
の
た
め
の
財
源
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


